
小山市地産地消及び食育の推進に関する条例 
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附則 

古い歴史を有する小山市は、「水と緑と大地」の豊かな自然環境に恵ま

れ、新幹線が停車し、鉄道と国道が交差する東京圏からわずか６０キロ

メートル圏内という交通の要衝である地理的利便性を活かし、また、何

よりも高い農業生産技術力と営農意欲を持った農家の人々の尽力により

全国に誇れる農畜産物を生産し、農業のめざましい発展を遂げてきた。 

そのような中で小山市では、こうした豊かな自然と農家の人々の高い

農業生産技術力によって産み出された農畜産の物産品をブランド化し、

全国に発信するための小山ブランドの創生運動を推進している。 

近年において経済のグローバル化が進み、安価な輸入農畜産物が増加

したため、国内の農畜産物の需要が低迷したことにより、農業経営は厳

しい状況にある。また、農業従事者の減少、高齢化、兼業化等の要因に

より農業後継者の不足、耕作放棄地の増加が進んでおり、農業を取り巻

く環境は大きな変化を遂げつつある。 

さらに、昨今「食」の安全性や信頼性を揺るがす事態が全国的に多発

したことから、市民の安全で安心な「食」に対する関心が急速に高まり、

健康で豊かな生活を送るための食文化の重要性が再認識されつつある。 

こうした「農」と「食」を取り巻く環境の大きな変化の中で、更なる

小山ブランドの創生による付加価値の向上や、農業の６次産業化等によ

る農業経営基盤の安定を図ることにより、市民一人一人が「食」の大切

さ、食生活や地域に根ざした食文化の重要性を再認識するとともに、



「農」が持っている豊かな自然環境保全の役割の重要性を再認識し、新

鮮かつ安全で安心な農畜産物の供給や自然観光資源を活用した都市と

農村の交流並びに食育などの推進が求められている。 

ここに、生産者、消費者、事業者、教育関係者等及び市が一体となっ

て地産地消及び食育を推進し、小山市の農業を将来にわたって持続的に

発展させることにより、安全安心で健康的で豊かな暮らしを確立できる

地域社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、地産地消及び食育（以下「地産地消等」という。）

の推進に関する基本理念を定め、市、生産者、消費者、事業者及び教育

関係者等の役割を明らかにするとともに、地産地消に関する運動の推進、

安全で安心な農畜産物等の生産及び供給、食育の推進等の施策に関する

基本的事項を定めることにより、健康的で豊かな地域社会の形成に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 地産地消 市内農畜産物等を市内で消費することをいう。 

(2) 食育 食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育て、生きる力を育むことをいう。 

(3) 食 食品、食文化、食習慣、食育等の総称をいう。 

(4) 農畜産物等 農林水産物及びこれらを加工した食品等をいう。 

(5) 市内農畜産物等 市内で生産された農畜産物等をいう。 

(6) 生産者 市内農畜産物等を生産する者をいう。 

(7) 消費者 市内農畜産物等を市内で消費する者をいう。 

(8) 事業者 市内で食品の製造、加工、流通若しくは販売又は飲食の

提供を業として行う者をいう。 

(9) 教育関係者等 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及

び保健（以下「教育等」という。）に関する職務に従事する者及び教



育等に関する団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 地産地消等の推進は、市、生産者、消費者、事業者及び教育関係

者等が連携し、地産地消等に関する情報を共有化することにより、互い

の立場を理解することにより信頼関係を構築し、協力しながら行うもの

とする。 

２ 地産地消の推進は、消費者に対し安全で安心な市内農畜産物等が供給

できる仕組みを構築することにより、本市の農業の振興が図られるよう

行うものとする。 

３ 地産地消の推進は、本市の良好な景観、自然環境等の地域資源を有効

活用することにより、農業及び農村の活性化並びに都市との共存を図る

とともに、生産者及びその後継者が誇り、生きがい、喜び等をもって農

業に取り組めるよう行うものとする。 

４ 食育の推進は、市民一人一人に食に関する知識及びその重要性が理解

され、食に関する適切な判断力が養われることにより、生涯にわたって

健康的で豊かな食生活の維持向上が図られるよう行うものとする。 

５ 食育の推進は、本市の地域性を活かした特色のある食文化を創生する

よう努めるとともに、伝統的な食文化の維持及び継承が図られるよう行

うものとする。 

６ 地産地消等の推進は、生産者、消費者、事業者及び教育関係者等（以

下「生産者等」という。）の意見及び評価を反映させながら市が施策と

して実施するほか、生産者等による自発的な取組の促進が図られるよう

行うものとする。 

 （市の役割） 

第４条 市は、前条に定める基本理念に基づき、生産者等と連携し、地産

地消等の推進に関する施策を実施するものとする。 

 （生産者の役割） 

第５条 生産者は、その生産する市内農畜産物等が市民の健康を支えてい

ること、及びその安全性について責任を有することを自覚し、関係法令

等を遵守するとともに、市内農畜産物等の安全性を確保するよう努める



ものとする。 

２ 生産者は、市、事業者及び教育関係者等と連携することにより市内農

畜産物等に対する消費者の需要を把握し、その需要に応じ市内農畜産物

等の生産について計画的に取り組むとともに、その品質等に関する情報

を消費者に提供するよう努めるものとする。 

３ 生産者は、市が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するも

のとする。 

 （消費者の役割） 

第６条 消費者は、市内農畜産物等の安全性を確保するための市、生産者、

事業者及び教育関係者等の地産地消等に関する取組を理解するととも

に、市内農畜産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。 

２ 消費者は、家庭及び地域において食育を推進することにより食の大切

さを理解し、健全な食生活の維持及び向上に努めるものとする。 

３ 消費者は、市が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するも

のとする。 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、市、生産者、消費者及び教育関係者等と連携して地産

地消等の推進に取り組むとともに、安全で安心な食の供給及びその情報

発信に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するも

のとする。 

 （教育関係者等の役割） 

第８条 教育関係者等は、食育の重要性を認識し、市、生産者、消費者及

び事業者と連携の上、あらゆる機会及び場所を利用して、それぞれの分

野において積極的に地産地消等の推進を図るよう努めるものとする。 

２ 教育関係者等は、市が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力

するものとする。 

第２章 地産地消等推進のための活動 

（地産地消等に関する啓発活動及び情報提供） 

第９条 市は、地産地消等の推進に対する市民の関心を高め、及び理解を



深め並びに地産地消等の推進に関する多様な活動を行う市民の意欲を

増進するための啓発活動並びに地産地消等に関する情報の提供を行う

ための必要な施策を実施するものとする。 

 （生産者等の情報の共有等） 

第１０条 市は、生産者等が地産地消等に関する情報の共有及び相互理解

を進めるための必要な施策を実施するものとする。 

（市の施設における市内農畜産物等の優先使用） 

第１１条 市は、学校、保育所その他の市の施設において、給食その他の

食品の提供を行うときは、市内農畜産物等を優先的に使用するよう努め

るものとする。この場合において、市内農畜産物等が使用できないとき

は、県内で生産された農畜産物等を使用するよう努めるものとする。 

２ 市は、前項の規定による市内農畜産物等の優先使用を行うために必要

な施策を実施するものとする。 

第３章 安全で安心な農畜産物等の供給等 

（安全で安心な農畜産物等の供給） 

第１２条 市は、農業の持つ自然循環機能を活かした土づくりを通じ、化

学肥料及び化学農薬の使用の低減、有機農法等により環境負荷を軽減す

るよう配慮した自然環境保全型農業の促進その他安全で安心な市内農

畜産物等が市内に供給されるために必要な施策を実施するものとする。 

（多様な需要に即した農畜産物等の供給等） 

第１３条 市は、消費者の多様な需要に即して、市内農畜産物等が安定し

て市内に供給されるための生産、流通及び販売に関する仕組みの構築そ

の他必要な施策を実施するものとする。 

（市内農畜産物等のブランド化及び６次産業化） 

第１４条 市は、本市の特産品として広く普及宣伝する必要があると認め

る市内農畜産物等について、生産の振興及び流通の促進を図ることによ

る付加価値の高い農畜産物等としての位置付けを得るための必要な施

策並びに本市の６次産業化を推進するための必要な施策を実施するも

のとする。 

（生産履歴の記録等） 



第１５条 生産者は、その生産した市内農畜産物等の安全性及び品質につ

いて適切に説明できるよう市内農畜産物等の生産履歴の記録及び保存

に努めるものとする。 

第４章 都市住民と農村との交流等 

（都市住民と農村との交流等） 

第１６条 市は、本市の農業の振興及び活性化を図るため、農業に関する

地域資源を活用し、都市住民と農村との交流体験等を通じ、本市の農業

及び市内農畜産物等に対する都市住民の理解を深めるために必要な施

策を実施するものとする。 

第５章 食育及び食文化の継承等の推進等 

 （食育及び食文化の継承等の推進等） 

第１７条 市は、市民一人一人が生涯にわたって健全な心身を培い、豊か

な人間性を育むための家庭、学校、地域等における食育の推進、健康的

で豊かな食生活の維持向上並びに地域の食文化の継承及び創生の推進

を図るために必要な施策を実施するものとする。 

第６章 地産地消等の推進体制 

（地産地消・食育推進計画） 

第１８条 市は、地産地消等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための計画（以下「地産地消・食育推進計画」という。）を策定するも

のとする。 

２ 市は、地産地消等の推進に関する施策の効果、社会情勢の変化等を踏

まえ、定期的に地産地消・食育推進計画の総合的な見直しを行うものと

する。 

（小山市地産地消・食育推進協議会） 

第１９条 市は、地産地消等に関する施策の円滑な実施に資するため、小

山市地産地消・食育推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 地産地消・食育推進計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、地産地消等の推進に関し必要な事項 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に



定める。 

 （委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、地産地消等の推進に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている小山市地産地消・食育推進計

画は、第１８条に規定する地産地消・食育推進計画とみなす。 


